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事
官
草
案
に
つ
い
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四
・
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）
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内
容
の
概
略
と
草
案
の
仮
訳
ー

三

上

威

彦

ドイツ連邦共和国倒産法改正法参事官草案について（41

前
　
書
　
き

　
一
、
概
　
　
要

　
二
、
本
草
案
に
至
る
ま
で
の
経
過

　
三
、
改
正
の
目
的

　
四
、
参
事
官
草
案
の
基
本
的
特
色

　
五
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翻
訳
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の
注
意
点

　
六
、
謝
　
　
辞

翻
訳
参
事
官
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案
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続
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手
続
の
開
始
の
効
力

倒
産
財
団
の
管
理
お
よ
び
換
価
－

倒
産
債
権
者
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満
足
・
免
責

倒
産
計
画
…
…
…
…
…
．
…
…
．
・
．
．

：
（
以
上
四
号
）

：
（
以
上
五
号
）

人
以
上
六
号
V

　
第
七
章
倒
産
手
続
の
廃
止

　
第
八
章
倒
産
手
続
の
特
別
の
種
類

第
二
編
法
律
の
廃
止

第
三
編
倒
産
手
続
外
に
お
け
る
債
務
者
の
法
律
的
行
為
の
取
消
に

　
　
　
関
す
る
法
律
…
…
…
…
…
…
ゆ
…
…
…
（
以
上
本
号
・
完
）

第
七
章
　
倒
産
手
続
の
廃
止

第
三
〇
六
条
　
〔
財
団
不
足
に
よ
る
［
目
導
o
q
①
冨
竃
器
絶
廃
止
〕

　
e
　
倒
産
手
続
の
開
始
の
後
に
、
手
続
費
用
を
償
う
の
に
倒
産
財
団
が

十
分
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
ぎ
は
、
倒
産
裁
判
所
は
手
続

き
を
廃
止
す
る
。
報
告
期
日
の
前
に
は
、
こ
の
期
日
ま
で
に
生
じ
た
費
用

が
償
わ
れ
な
い
場
合
に
の
み
廃
止
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
分
な
金
額

が
予
納
さ
れ
た
場
合
は
廃
止
は
せ
ず
、
箭
⊃
廿
条
第
一
ゴ
項
か
準
恥
ナ
ひ
。
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
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ヤ
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ヤ
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ

　
⇔
　
廃
止
の
前
に
は
債
権
老
集
会
、
倒
産
管
財
人
、
お
よ
び
財
団
債
権

ち
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

者
を
審
尋
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
㊧
　
現
金
が
財
団
に
存
在
し
て
い
る
限
り
、
管
財
人
は
、
廃
止
の
前
に

手
続
の
費
用
、
と
り
わ
け
立
替
金
を
そ
の
額
の
割
合
に
応
じ
て
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
財
団
目
的
物
の
換
価
に
つ
い
て
は
管
財
人
は
義
務
を

負
わ
な
い
。

第
三
〇
七
条
　
〔
財
団
不
十
分
［
竃
器
器
§
N
巳
9
笹
ざ
冥
①
三
の
確
認
〕

　
e
　
倒
産
手
続
の
費
用
は
償
わ
れ
る
が
期
日
の
到
来
し
て
い
る
そ
の
他

の
財
団
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
は
倒
産
財
団
が
十
分
で
な
い
と
き
は
、

倒
産
裁
判
所
は
倒
産
管
財
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
財
団
不
十
分
が
存
在
す
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
財
団
が
、
生
じ
て
い
る
そ
の
他
の
財
団
債
務
を
そ

み
瀞
期
み
降
点
呑
励
徐
ホ
ひ
か
み
ゅ
邸
至
分
呑
ゆ
か
い
公
算
が
大
き
い
場

合
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
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⇔
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立
て
に
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す
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裁
判
の
前
に
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権
者
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員
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係
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す
る
財
団
債
権
者
を
審
尋
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
債
権
者
委
員
会
が
任
命

ヤ
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

さ
れ
て
い
な
い
と
ぎ
は
、
そ
れ
に
代
え
て
債
権
者
集
会
を
審
尋
す
る
こ
と

ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
要
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

第
三
〇
八
条
　
〔
公
告
・
上
訴
〕

　
e
　
財
団
不
十
分
を
確
認
す
る
決
定
は
公
告
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
決

定
は
、
住
所
が
倒
産
裁
判
所
に
知
れ
て
い
る
財
団
債
権
者
、
お
よ
び
倒
産

管
財
人
に
は
特
別
に
送
達
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
⇔
　
財
団
不
十
分
の
確
認
が
棄
却
さ
れ
た
と
き
は
、
管
財
人
は
即
時
抗

告
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
〇
九
条
　
〔
確
認
の
効
力
〕

　
e
　
倒
産
財
団
の
管
理
お
よ
び
換
価
に
つ
い
て
の
倒
産
管
財
人
の
義
務

は
、
財
団
不
十
分
の
確
認
の
後
も
継
続
す
る
．

　
⇔
財
団
不
十
分
の
確
認
の
申
立
て
の
前
に
生
じ
て
い
た
財
団
債
務
に

つ
い
て
は
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
双
務
契
約
の
履
行
、
手
続
き
に
お
け
る

相
殺
、
お
よ
び
手
続
開
始
前
に
強
制
執
行
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
担
保
の
無

効
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
一
〇
条
　
〔
財
団
債
権
者
の
満
足
〕

　
e
　
倒
産
管
財
人
は
財
団
債
務
を
以
下
の
順
序
に
よ
っ
て
支
払
わ
な
け

れ
ぽ
な
ら
ず
、
同
順
位
の
場
合
に
は
そ
の
額
の
割
合
に
よ
る
。
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務

　
⇔
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一
項
第
二
号
の
意
味
に
お
け
る
財
団
債
務
と
す

る
。　

一
、
管
財
人
が
財
団
不
十
分
の
確
認
の
申
立
て
を
し
た
後
に
履
行
を
選

択
し
た
双
務
契
約
か
ら
生
じ
た
も
の

　
二
、
管
財
人
が
当
該
申
立
て
を
し
た
後
に
告
知
を
な
し
え
た
最
初
の
期

日
後
の
期
間
に
つ
い
て
の
継
続
的
債
務
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
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財
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が
当
該
申
立
て
を
な
し
た
後
に
倒
産
財
団
の
た
め
に
反
対

給
付
を
請
求
し
た
限
り
に
お
い
て
継
続
的
債
務
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

第
三
＝
条
　
〔
執
行
保
護
〕
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e
　
倒
産
管
財
人
が
財
団
不
十
分
の
確
認
を
申
し
立
て
た
と
き
は
、
倒

産
裁
判
所
は
、
管
財
人
の
申
立
て
に
ょ
り
、
執
行
が
財
団
債
権
者
の
第
三

一
〇
条
の
順
序
に
よ
る
満
足
を
危
険
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、

財
団
債
務
に
よ
る
執
行
を
仮
に
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⇔
　
申
立
て
に
関
す
る
裁
判
の
前
に
は
債
権
者
を
審
尋
す
る
こ
と
を
要

す
る
．
裁
判
に
対
し
て
は
即
時
抗
告
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
．

第
三
＝
【
条
　
〔
債
権
者
集
会
・
倒
産
計
画
〕

　
e
　
財
団
不
十
分
の
確
認
に
よ
っ
て
、
債
権
者
集
会
に
お
い
て
は
、
第

三
一
〇
条
第
一
項
第
三
号
の
順
位
を
有
す
る
財
団
債
権
者
が
非
劣
後
的
倒

産
債
権
者
に
代
わ
る
。
倒
産
債
権
者
が
別
除
的
満
足
の
権
利
を
有
し
て
い

る
か
ぎ
り
、
そ
の
権
利
は
債
権
老
集
会
に
お
い
て
は
影
響
を
受
け
な
い
。

　
⇔
　
財
団
不
十
分
の
確
認
に
よ
っ
て
倒
産
計
画
の
提
出
は
排
除
さ
れ
な

い
．
計
画
に
関
す
る
規
定
は
、
非
劣
後
的
倒
産
債
権
者
を
第
三
一
〇
条
第

一
項
第
三
号
の
順
位
を
有
す
る
財
団
債
権
者
と
読
み
替
え
、
ま
た
非
劣
後

的
倒
産
債
権
者
に
つ
い
て
は
第
二
八
○
条
第
三
号
を
準
用
す
る
と
い
う
処

置
を
施
し
て
準
用
す
る
。

第
三
＝
二
条
　
〔
財
団
不
十
分
の
確
認
に
よ
る
廃
止
〕

　
e
　
倒
産
管
財
人
が
倒
産
財
団
を
第
三
一
〇
条
の
基
準
に
よ
っ
て
配
当

し
、
ま
た
は
計
画
の
認
可
が
確
定
し
た
後
に
は
直
ち
に
、
倒
産
裁
判
所
は

倒
産
手
続
を
廃
止
す
る
。

　
⇔
　
管
財
人
は
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
財
団
不
十
分
の
確
認
の
申

立
後
は
、
分
離
し
て
計
算
を
な
す
こ
と
を
要
す
る
。

　
匂
　
手
続
き
の
廃
止
後
に
財
団
の
目
的
物
が
捜
し
出
さ
れ
た
と
き
は
、

裁
判
所
は
倒
産
管
財
人
も
し
く
は
財
団
債
権
者
の
申
立
て
に
ょ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

は
職
権
で
追
加
配
当
を
命
ず
る
．
第
二
二
一
条
第
三
項
お
よ
び
第
二
二
二

条
な
ら
び
に
第
二
二
三
条
は
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
．

第
三
一
四
条
　
〔
開
始
原
因
の
脱
落
に
よ
る
廃
止
〕

　
e
倒
産
手
続
は
、
廃
止
後
は
、
債
務
者
に
お
い
て
は
支
払
不
能
も
差

迫
っ
た
支
払
不
能
も
共
に
存
在
せ
ず
、
ま
た
債
務
超
過
が
倒
産
手
続
の
開

始
の
原
因
で
あ
る
限
り
債
務
超
過
も
な
い
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
場
合
に
は
、

債
務
者
の
申
立
て
に
よ
り
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
申
立
て
は
．

開
始
原
因
の
欠
飲
が
疎
明
さ
れ
た
場
合
に
限
り
許
さ
れ
る
。

　
O
債
務
者
が
自
然
人
で
は
な
い
と
き
は
、
債
務
者
に
資
本
参
加
し
て

い
る
者
も
そ
れ
ぞ
れ
申
立
権
を
有
す
る
。

第
一
旧
二
五
条
　
〔
債
権
者
の
同
意
に
よ
る
廃
止
〕

　
e
　
倒
産
手
続
は
、
債
務
者
が
届
出
期
間
の
経
過
後
に
、
債
権
を
届
け

出
て
い
た
す
べ
て
の
債
権
者
の
同
意
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
の

申
立
て
に
よ
り
廃
止
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
債
権
が
債
務
者
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

倒
産
管
財
人
に
よ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
債
権
者
、
お
よ
び
別
除
権
を
有
す

ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
債
権
老
に
お
い
て
は
、
倒
産
裁
判
所
が
、
こ
れ
ら
の
債
権
者
の
同
意
が

ど
の
程
度
必
要
か
ま
た
は
こ
れ
ら
の
老
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
担
保
の
供

与
が
必
要
で
あ
る
か
を
自
由
な
裁
量
に
よ
っ
て
裁
判
す
る
。

　
⇔
　
手
続
き
は
、
債
務
者
が
そ
の
同
意
書
を
提
出
し
た
債
権
者
の
ほ
か

に
他
の
債
権
者
が
知
れ
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
り
届
出

期
間
の
経
過
前
に
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
匂
　
第
三
一
四
条
第
二
項
は
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。
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第
一
二
六
条
　
〔
廃
止
の
際
の
手
続
ぎ
〕

　
e
　
第
一
三
四
条
ま
た
は
第
三
一
五
条
に
よ
る
倒
産
手
続
の
廃
止
の
申

立
て
は
公
告
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
申
立
て
は
事
務
課
に
関
係
人
の
閲
覧

の
た
め
に
備
え
置
く
こ
と
を
要
し
、
第
三
一
五
条
の
場
合
に
お
い
て
は
債

権
者
の
同
意
の
意
思
表
示
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
倒
産
債
権
者
は

公
告
の
後
一
週
間
以
内
に
そ
の
申
立
て
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が

で
ぎ
る
。

　
⇔
　
倒
産
裁
判
所
は
、
申
立
人
．
倒
産
管
財
人
．
お
よ
び
．
も
し
任
命

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
債
権
老
委
員
会
を
審
尋
し
た
後
に
廃
止
に
関
し
て

決
定
を
な
す
。
異
議
の
場
合
に
お
い
て
は
、
異
議
あ
る
債
権
者
も
審
尋
す

る
こ
と
を
要
す
る
．

　
㊧
廃
止
の
前
に
管
財
人
は
、
争
い
の
な
い
財
団
請
求
権
を
支
払
い
、

ま
た
争
い
の
あ
る
財
団
請
求
権
に
つ
い
て
は
担
保
を
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
＝
＝
七
条
　
〔
廃
止
の
公
告
〕

　
第
三
〇
六
条
、
第
三
一
三
条
、
第
一
三
四
条
ま
た
は
第
一
三
五
条
に
よ

っ
て
倒
産
手
続
を
廃
止
す
る
旨
の
決
定
、
お
よ
び
廃
止
の
理
由
は
公
告
す

る
こ
と
を
要
す
る
。
債
務
者
、
倒
産
管
財
人
、
お
よ
び
債
権
者
委
員
会
の

構
成
員
に
は
、
前
も
っ
て
廃
止
の
効
力
発
生
の
時
点
に
関
し
て
（
第
九
条
第

一
項
第
三
号
）
通
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
第
三
五
条
な
い
し
第
三
七
条

は
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
三
一
八
条
　
〔
廃
止
の
効
力
〕

　
e
　
倒
産
手
続
の
廃
止
と
共
に
債
務
者
は
、
倒
産
財
団
に
関
し
自
由
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
も
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

処
分
す
る
権
利
を
回
復
す
る
。
第
二
一
九
条
、
第
二
二
〇
条
は
こ
の
場
合

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
準
用
す
る
。

　
O
　
免
責
は
、
第
三
一
三
条
に
よ
る
廃
止
が
な
さ
れ
た
場
合
に
の
み
債

務
者
に
対
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
二
五
条
な
い
し
第
二
四
一

条
は
、
第
二
二
八
条
に
お
け
る
手
続
き
の
終
結
を
廃
止
と
読
み
替
え
て
準

用
す
る
。

第
三
一
九
条
　
〔
上
訴
〕

　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヘ

　
e
　
倒
産
手
続
が
第
三
〇
六
条
、
第
三
一
四
条
ま
た
は
第
三
一
五
条
に

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
と
き
は
、
各
倒
産
債
権
老
が
、
ま
た
第
三
〇
六
条
に

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
鴨

よ
っ
て
廃
止
が
な
さ
れ
た
場
合
は
債
務
者
が
即
時
抗
告
を
な
す
こ
と
が
で

塾
を

　
⇔
第
三
一
四
条
ま
た
は
第
三
一
五
条
に
よ
る
申
立
て
が
棄
却
さ
れ
た

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

と
き
は
、
債
務
者
は
即
時
抗
告
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
．

　
　
　
　
第
八
章
　
倒
産
手
続
の
特
別
の
種
類

第
一
節
監
督
人
［
留
魯
≦
毘
＄
二
の
監
督
の
下
で
の
自
己
管
理

第
三
二
〇
条
　
〔
要
件
〕

　
e
　
債
務
者
は
、
倒
産
裁
判
所
が
倒
産
手
続
の
開
始
に
関
す
る
決
定
に

お
い
て
監
督
人
の
監
督
の
下
で
の
自
己
管
理
を
命
じ
た
場
合
に
は
、
監
督

人
の
監
督
の
下
で
倒
産
財
団
に
属
す
る
財
産
を
管
理
し
か
つ
そ
れ
に
つ
き

処
分
を
な
す
権
利
を
有
す
る
。

　
⇔
　
命
令
は
以
下
の
事
項
を
要
件
と
す
る
。

　
一
、
そ
れ
が
債
務
者
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
こ
と
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二
、
開
始
申
立
が
債
権
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
は
、
債
権
者
が
債

務
老
の
申
立
て
に
同
意
し
た
こ
と
、
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

　
三
、
命
令
が
債
権
者
に
と
っ
て
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
予
想
さ
せ

る
事
情
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と

　
㊧
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
倒
産
管
財
人
に
代
え
て
監
督
人
を

任
命
す
る
。

第
三
二
一
条
　
〔
債
権
者
集
会
の
決
議
〕

　
e
　
債
務
者
が
倒
産
手
続
の
開
始
の
前
に
監
督
人
の
監
視
の
下
で
の
自

己
管
理
を
申
し
立
て
た
と
き
は
、
第
一
回
の
債
権
者
集
会
は
裁
判
所
の
命

令
に
関
し
て
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⇔
　
倒
産
裁
判
所
が
債
務
老
の
申
立
て
を
拒
絶
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
債
権
者
集
会
が
監
督
人
の
監
督
の
下
で
の
自
己
管
理
を
申
し
立
て

た
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
命
じ
る
。
監
督
人
に
は
従
来
の
倒
産
管

財
人
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
一
＝
噌
条
　
〔
命
令
の
取
消
〕

　
e
　
倒
産
裁
判
所
は
以
下
の
場
合
に
は
監
督
人
の
監
督
の
下
で
の
自
己

管
理
の
命
令
を
取
消
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
一
、
こ
れ
が
債
権
老
集
会
に
よ
っ
て
申
立
て
ら
れ
た
場
合

　
二
、
こ
れ
が
別
除
権
を
有
す
る
債
権
者
ま
た
は
倒
産
債
権
老
に
よ
っ
て

申
し
立
て
ら
れ
、
か
つ
第
三
二
〇
条
第
二
項
第
三
号
の
要
件
が
脱
落
し
て

い
る
場
合

　
三
、
こ
れ
が
債
務
者
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
⇔
　
債
権
者
の
申
立
て
は
要
件
の
脱
落
が
疎
明
さ
れ
た
場
合
に
の
み
許

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

さ
れ
る
。
申
立
て
に
関
す
る
裁
判
の
前
に
は
債
務
者
を
審
尋
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

要
す
る
。
そ
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
債
権
老
お
よ
び
債
務
老
は
即
時
抗
告

を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
㊧
　
倒
産
管
財
人
に
は
従
来
の
監
督
人
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
二
三
条
　
〔
公
告
〕

　
倒
産
裁
判
所
の
、
倒
産
手
続
の
開
始
後
に
監
督
人
の
監
督
の
下
で
の
自

己
管
理
を
命
ず
る
決
定
ま
た
は
そ
の
命
令
を
取
り
消
す
旨
の
決
定
は
公
告

す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
三
二
四
条
　
〔
監
督
人
の
法
的
地
位
〕

　
e
　
監
督
人
の
任
命
、
倒
産
裁
判
所
の
監
督
、
お
よ
び
監
督
人
の
責
任

な
ら
び
に
報
酬
に
つ
い
て
は
、
第
五
九
条
第
一
項
第
二
号
お
よ
び
第
六
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

条
な
い
し
第
六
七
条
、
第
六
九
条
な
い
し
第
七
〇
条
b
を
準
用
す
る
。

　
⇔
　
監
督
人
は
債
務
者
の
経
済
状
態
を
調
査
し
、
か
つ
そ
の
業
務
執
行

な
ら
び
に
生
活
の
た
め
の
出
費
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
三

条
第
三
項
は
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。

　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
⇔
　
監
督
人
が
、
監
督
人
の
監
視
の
下
で
の
自
己
管
理
の
継
続
が
債
権

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

者
に
と
っ
て
不
利
益
に
な
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
事
情
を
確
定
し
た
と
き

ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

は
、
こ
の
者
は
そ
の
こ
と
を
遅
滞
な
く
債
権
者
委
員
会
お
よ
び
倒
産
裁
判

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
債
権
老
委
員
会
が
任
命
さ
れ
て
い
な

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

い
と
き
は
、
監
督
人
は
そ
れ
に
代
え
て
債
権
を
届
け
出
て
い
る
倒
産
債
権

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

老
お
よ
び
別
除
権
を
有
す
る
債
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
三
二
五
条
　
〔
監
督
人
の
協
力
〕

　
e
　
通
常
の
営
業
に
属
さ
な
い
債
務
は
、
債
務
者
は
監
督
人
の
同
意
を
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ヤ
　
　
ヤ

も
っ
て
の
み
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
の
営
業
に
属
す
る
債
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

で
あ
っ
て
も
、
債
務
者
は
監
督
人
が
異
議
を
述
べ
る
場
合
に
は
負
担
し
て

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ち
　
　
ヤ

は
な
ら
な
い
。

　
⇔
　
債
務
者
は
、
監
督
人
の
要
求
に
よ
り
、
入
っ
て
く
る
す
べ
て
の
金

銭
は
監
督
人
の
み
が
受
領
し
か
つ
支
払
は
監
督
人
の
み
が
な
す
こ
と
を
承

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
二
六
条
　
〔
債
権
者
委
員
会
の
協
力
〕

　
債
務
者
は
、
倒
産
手
続
に
と
っ
て
特
別
に
重
要
な
法
律
的
行
為
を
な
そ

う
と
す
る
場
合
は
、
債
権
者
委
員
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

第
一
六
九
条
第
一
項
第
二
文
、
第
二
項
、
第
一
七
〇
条
第
二
文
お
よ
び
第

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

一
七
一
条
は
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
三
二
七
条
　
〔
同
意
の
必
要
性
の
命
令
〕

　
e
　
債
権
者
集
会
の
申
立
て
に
よ
り
、
倒
産
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
特

定
の
法
律
行
為
は
監
督
人
が
そ
れ
に
同
意
す
る
場
合
に
の
み
効
力
を
有
す

る
旨
を
命
ず
る
。
箭
ん
廿
条
簸
↓
要
お
よ
び
第
八
八
条
は
こ
の
場
合
に
準

用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
⇔
　
命
令
は
、
そ
れ
が
債
権
者
に
対
す
る
不
利
益
を
避
け
る
た
め
に
緊

急
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
除
権
を
有
す
る
債
権
老
ま
た
は
倒
産
債

権
者
の
申
立
て
に
よ
っ
て
も
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
申
立
て
は
、
命
令
の

こ
の
要
件
が
疎
明
さ
れ
た
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
。

　
㊧
　
命
令
は
公
告
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
第
三
五
条
は
こ
の
場
合
に
準

用
す
る
。
土
地
、
登
記
さ
れ
た
船
舶
、
建
造
中
の
船
舶
ま
た
は
航
空
機
、

そ
れ
ら
の
目
的
物
の
上
の
権
利
ま
た
は
そ
れ
ら
の
権
利
の
上
の
権
利
に
関

す
る
処
分
の
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
第
三
六
条
お
よ
び
第
三

七
条
を
準
用
す
る
。

第
三
二
八
条
　
〔
債
務
者
の
生
活
の
た
め
の
資
金
〕

　
e
　
債
務
者
は
生
活
の
た
め
の
資
金
を
倒
産
財
団
か
ら
引
き
出
す
権
利

を
有
す
る
．
第
一
〇
九
条
は
．
必
要
な
扶
養
料
を
、
債
務
者
の
従
来
の
生

活
関
係
を
考
慮
し
て
簡
素
な
生
活
を
許
容
す
る
扶
養
料
と
読
み
替
え
て
準

用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
⇔
　
債
務
者
が
自
然
人
で
な
い
と
き
は
、
第
一
項
は
、
同
時
に
人
的
に

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

責
任
を
負
っ
て
い
る
債
務
老
の
社
員
で
あ
る
組
織
上
の
代
表
者
に
つ
き
準

用
す
る
．

第
三
二
九
条
　
〔
双
務
契
約
〕

　
法
律
行
為
の
履
行
お
よ
び
経
営
協
議
会
の
協
力
に
関
す
る
規
定
（
第
一

一
一
条
な
い
し
第
二
一
…
条
）
は
、
倒
産
管
財
人
を
債
務
老
と
読
み
替
え
て

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

準
用
す
る
．
債
務
者
は
そ
の
権
利
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
監
督
人
と

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

協
力
し
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
務
者
は
、
第
一
二
一
条
a
、

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

第
一
二
八
条
お
よ
び
第
二
二
〇
条
に
よ
る
権
利
を
監
督
人
の
同
意
が
あ
る

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
母
、
　
、
　
、
　
、

場
合
に
の
み
有
効
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

第
三
三
〇
条
　
〔
責
任
・
否
認
〕

監
督
た
み
み
が
責
任
ひ
箏
か
ん
条
か
い
い
童
σ
σ
条
ゆ
卦
い
跡
爵
財

ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

団
の
た
め
に
主
張
し
、
か
つ
第
二
二
四
条
な
い
し
第
一
五
六
条
に
よ
り
法

箒
的
行
為
か
香
認
争
ひ
ひ
ど
が
塾
ぎ
か
．

第
≡
二
条
　
〔
債
権
者
へ
の
通
知
〕

　
e
債
務
者
は
、
財
団
目
的
物
の
目
録
、
債
権
者
表
お
よ
び
財
産
目
録
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（
第
一
六
〇
条
な
い
し
第
ニ
ハ
ニ
条
）
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
督

人
は
目
録
お
よ
び
財
産
目
録
を
調
査
し
、
か
つ
そ
の
都
度
書
面
に
よ
り
そ

の
調
査
の
結
果
に
よ
り
異
議
を
申
立
て
る
こ
と
を
要
す
る
か
否
か
を
表
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⇔
　
報
告
期
日
に
お
い
て
は
債
務
者
は
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
督
人
は
そ
の
報
告
に
対
し
て
態
度
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㊧
　
債
務
者
は
計
算
書
提
出
（
第
七
一
条
、
第
一
六
四
条
）
に
つ
い
て
義
務

を
負
う
．
債
務
者
の
最
後
の
計
算
に
つ
い
て
は
第
一
項
第
二
文
を
準
用
す

る
。第

三
三
二
条
　
〔
担
保
物
の
換
価
〕

　
ヤ

　
e
　
別
除
権
が
生
じ
て
い
る
目
的
物
の
換
価
に
つ
い
て
の
倒
産
管
財
人

の
権
利
は
債
務
者
に
帰
属
す
る
。
た
だ
し
目
的
物
お
よ
び
こ
の
物
の
上
の

権
利
の
確
定
の
費
用
は
取
り
立
て
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
．
換
価
の
費
用
と

し
て
は
現
実
に
生
じ
た
換
価
の
た
め
に
必
要
な
費
用
の
み
が
評
価
さ
れ
う

る
も
の
と
す
る
．

　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
　
ヤ

　
⇔
　
債
務
者
は
そ
の
換
価
権
を
監
督
人
と
協
力
し
て
行
使
し
な
け
れ
ば

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

な
ら
な
い
。

第
三
三
三
条
　
〔
倒
産
債
権
者
の
満
足
〕

　
e
　
調
査
期
日
に
お
い
て
債
務
者
お
よ
び
監
督
人
は
届
出
ら
れ
た
債
権

を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
監
督
人
は
、
債
務
老
の
商
業
上
の
帳
簿
に
基
づ

き
、
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
か
ら
、
債
権
に
つ
ぎ
債
務
者
が
除
去
で
き
な

い
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
を
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債

務
者
ま
た
は
監
督
人
が
争
っ
た
債
権
は
確
定
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
．

　
O
　
配
当
は
債
務
者
が
行
う
．
監
督
人
は
配
当
表
を
調
査
し
そ
の
都
度

書
面
に
よ
り
そ
の
調
査
の
結
果
に
ょ
り
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
要
す

る
か
否
か
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
三
四
条
　
〔
倒
産
計
画
〕

　
e
倒
産
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
の
債
権
者
集
会
の
申
立
て
は
債
務
者

に
対
し
て
な
す
こ
と
を
要
す
る
．
監
督
人
は
助
言
を
与
え
て
協
力
す
る
。

　
⇔
　
計
画
履
行
の
監
督
は
監
督
人
の
任
務
と
す
る
。

第
三
三
五
条
　
〔
財
団
不
十
分
〕

　
財
団
不
十
分
の
確
認
は
債
務
者
ま
た
は
監
督
人
が
申
し
立
て
る
こ
と
が

で
ぎ
る
。

第
二
節
　
小
規
模
手
続
に
お
け
る
監
督
人
な
し
で
の
自
己
管
理

第
三
三
六
条
　
〔
要
件
〕

　
e
　
債
務
者
は
、
倒
産
裁
判
所
が
倒
産
手
続
の
開
始
に
関
す
る
決
定
に

お
い
て
監
督
人
な
し
で
の
自
己
管
理
を
命
じ
た
場
合
に
は
、
倒
産
財
団
に

属
す
る
財
産
を
管
理
し
か
つ
そ
れ
を
処
分
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
⇔
　
命
令
は
以
下
の
事
項
を
要
件
と
す
る
．

　
一
、
そ
れ
が
債
務
者
ま
た
は
債
権
者
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と

　
二
、
画
務
者
が
畠
然
た
塾
お
い
か
か
独
立
い
か
経
済
的
唐
動
ひ
い
で
艶

ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

ら
ず
、
そ
の
財
団
関
係
が
明
確
で
あ
り
か
つ
債
権
者
の
数
ま
た
は
そ
の
債

務
の
額
が
少
な
い
こ
と
、
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
三
、
命
令
が
債
権
老
の
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
事
情

が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
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㊧
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
倒
産
管
財
人
お
よ
び
監
督
人
は
共
に

任
命
さ
れ
な
い
。

第
三
三
七
条
　
〔
債
権
者
集
会
の
決
議
〕

　
倒
産
裁
判
所
が
監
督
人
な
し
で
の
自
己
管
理
を
命
じ
た
と
き
に
は
、
第

一
回
の
債
権
者
集
会
は
そ
の
命
令
に
関
し
決
議
を
な
す
．

第
三
三
八
条
　
〔
異
な
っ
た
命
令
〕

　
e
　
倒
産
裁
判
所
は
、
報
告
期
日
ま
で
に
生
じ
た
費
用
が
償
わ
れ
る
か

ま
た
は
予
納
さ
れ
た
場
合
で
、
か
つ
以
下
の
場
合
に
は
、
倒
産
管
財
人
を

任
命
し
ま
た
は
監
督
人
の
監
督
の
下
で
の
自
己
管
理
を
命
ず
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
一
、
こ
れ
が
債
権
者
集
会
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
る
場
合

　
二
、
こ
れ
が
別
除
権
を
有
す
る
債
権
者
ま
た
は
倒
産
債
権
者
に
ょ
っ
て

申
し
立
て
ら
れ
、
か
つ
第
三
三
六
条
第
二
項
第
三
号
の
要
件
が
脱
落
し
て

い
る
場
合

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
⇔
　
債
権
者
の
申
立
て
は
要
件
の
脱
落
が
疎
明
さ
れ
た
場
合
に
の
み
許

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

さ
れ
る
。
申
立
て
に
関
す
る
裁
判
の
前
に
は
債
務
者
を
審
尋
す
る
こ
と
を

要
す
る
。
そ
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
債
権
者
お
よ
び
債
務
老
は
即
時
抗
告

を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

第
三
三
八
条
a
　
〔
債
権
者
へ
の
通
知
）

　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
め
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
裁
判
所
は
、
監
督
人
な
し
で
の
自
己
管
理
の
継
続
が
債
権
者
の
不
利
益

ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
も
た
ら
す
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
事
情
を
確
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

そ
の
旨
を
債
権
者
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
老
委
員

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

会
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
債
権
を
届
け
出
て
い
る
倒

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

産
債
権
者
、
お
よ
び
別
除
権
を
有
す
る
債
権
老
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

ヘ
　
　
ヤ

な
い
。

第
三
三
九
条
　
〔
債
務
者
の
処
分
権
〕

　
e
倒
産
財
団
の
目
的
物
に
関
す
る
債
務
者
の
処
分
は
、
倒
産
裁
判
所

が
同
意
し
た
場
合
に
の
み
有
効
と
す
る
。

　
⇔
　
倒
産
手
続
の
開
始
の
後
に
債
務
者
が
生
ぜ
し
め
た
債
務
は
、
裁
判

所
が
そ
の
債
務
の
発
生
に
同
意
し
た
場
合
に
の
み
倒
産
財
団
か
ら
履
行
す

る
こ
と
を
要
す
る
。

　
㊧
　
同
意
は
、
一
般
的
に
法
律
的
行
為
の
特
定
の
種
類
に
つ
き
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
四
〇
条
　
〔
双
務
契
約
〕

　
法
律
行
為
の
履
行
に
関
す
る
規
定
は
、
倒
産
管
財
人
を
債
務
者
と
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

替
え
て
準
用
す
る
。
倒
産
裁
判
所
は
、
債
務
者
に
そ
の
権
利
に
つ
き
指
摘

ヤし
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
四
【
条
　
〔
否
認
〕

　
e
　
各
倒
産
債
権
者
は
、
第
二
二
四
条
な
い
し
第
一
五
六
条
に
よ
る
法

律
的
行
為
の
否
認
に
つ
き
権
利
を
有
す
る
。
取
得
し
た
も
の
か
ら
は
、
債

権
者
に
対
し
こ
の
者
に
生
じ
た
費
用
を
他
の
権
利
に
先
立
っ
て
償
還
す
る

こ
と
を
要
す
る
。

　
O
　
債
権
老
集
会
が
債
権
者
に
否
認
を
委
託
し
た
と
き
は
、
こ
の
者
に

生
じ
た
費
用
は
、
そ
れ
が
取
得
し
た
も
の
か
ら
償
う
こ
と
が
で
き
な
い
限

り
倒
産
財
団
か
ら
償
還
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
三
四
二
条
　
〔
債
権
者
へ
の
通
知
〕

債
務
者
は
、
財
団
目
的
物
の
目
録
、
債
権
者
表
お
よ
び
財
産
目
録
（
第
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一
六
〇
条
な
い
し
第
一
六
二
条
）
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
倒
産
裁
判

所
は
目
録
お
よ
び
財
産
目
録
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
三
四
三
条
　
〔
担
保
物
の
換
価
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

　
e
　
債
務
者
は
、
別
除
権
が
生
じ
て
い
る
動
産
ま
た
は
権
利
の
換
価
に

つ
い
て
は
権
利
を
有
し
な
い
。
別
除
権
を
有
す
る
債
権
老
に
よ
る
こ
れ
ら

の
目
的
物
の
換
価
は
報
告
期
日
の
後
に
初
め
て
許
さ
れ
る
。

　
⇔
　
倒
産
財
団
の
不
動
産
の
強
制
競
売
ま
た
は
強
制
管
理
を
申
し
立
て

る
倒
産
管
財
人
の
権
利
は
、
債
務
者
に
は
生
じ
な
い
。
強
制
競
売
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

強
制
管
理
は
、
報
告
期
日
の
後
は
第
一
七
七
条
ま
た
は
第
一
八
○
条
を
理

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

由
と
し
て
は
仮
に
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
四
四
条
　
〔
倒
産
債
権
者
の
満
足
〕

　
e
　
債
務
者
が
調
査
期
目
に
お
い
て
争
っ
た
債
権
は
確
定
し
た
も
の
と

は
な
ら
な
い
。

　
⇔
　
配
当
は
債
務
者
が
な
す
。
倒
産
裁
判
所
は
配
当
表
を
調
査
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
四
五
条
　
〔
倒
産
計
画
〕

　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
倒
産
裁
判
所
は
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
請
求
権
を
倒
産
計
画
に
お
い
て

ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

は
法
律
規
定
と
異
な
っ
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
摘
し
な
け
れ

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
相
続
財
産
倒
産
手
続

第
三
四
六
条
　
〔
土
地
管
轄
〕

　
相
続
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
が
そ
の
死
亡

の
時
に
普
通
裁
判
籍
を
有
し
て
い
た
区
域
の
倒
産
裁
判
所
が
専
属
的
に
土

地
管
轄
を
有
す
る
．
被
相
続
人
の
独
立
し
た
経
済
的
活
動
の
中
心
が
他
の

場
所
に
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
場
所
が
あ
る
区
域
の
倒
産
裁
判
所
が
専
属

的
に
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
三
四
七
条
　
〔
開
始
の
許
容
性
〕

　
e
　
倒
産
手
続
の
開
始
は
、
相
続
人
が
相
続
を
い
ま
だ
承
認
し
て
い
な

い
か
ま
た
は
、
相
続
財
産
債
務
に
つ
き
無
制
限
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
。

　
⇔
　
複
数
の
相
続
人
が
あ
る
と
き
は
、
手
続
き
の
開
始
は
相
続
財
産
の

分
割
の
後
に
も
許
さ
れ
る
。

第
三
四
八
条
　
〔
申
立
権
者
〕

　
e
相
続
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
の
開
始
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、

各
相
続
人
、
相
続
財
産
管
理
人
、
そ
の
他
の
遺
産
保
護
人
日
8
冨
昌
旨
①
－

鴨
二
、
相
続
財
産
の
管
理
権
が
生
じ
て
い
る
遺
言
執
行
者
、
お
よ
び
各
相

続
債
権
者
が
そ
の
権
利
を
有
す
る
。

　
⇔
申
立
て
が
す
べ
て
の
相
続
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
と
ぎ
は
、
そ

の
申
立
て
は
、
開
始
原
因
が
疎
明
さ
れ
た
場
合
に
許
さ
れ
る
。
倒
産
裁
判

所
は
そ
の
他
の
相
続
人
を
審
尋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
／
…
…
…
／
。

　
㊧
　
相
続
財
産
の
管
理
権
が
遺
言
執
行
老
に
生
じ
て
い
る
と
き
は
、
相

続
人
が
開
始
を
申
し
立
て
た
場
合
に
は
遺
言
執
行
者
を
、
遺
言
執
行
者
が

申
立
て
を
な
し
た
場
合
に
は
相
続
人
を
審
尋
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
三
四
九
条
　
〔
合
有
財
産
の
場
合
の
申
立
権
〕

　
e
相
続
財
産
が
財
産
共
同
制
の
合
有
財
産
に
属
す
る
と
き
は
、
相
続

人
で
あ
る
配
偶
者
お
よ
び
相
続
人
で
な
い
が
合
有
物
を
単
独
で
ま
た
は
そ
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の
配
偶
者
と
共
同
し
て
管
理
し
て
い
る
配
偶
者
は
、
相
続
財
産
に
関
す
る

倒
産
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
の
配
偶
者
の
同

意
は
必
要
と
し
な
い
。
配
偶
者
は
、
財
産
共
同
制
が
終
了
し
た
場
合
も
申

立
権
を
有
す
る
。

　
⇔
申
立
て
が
配
偶
者
双
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
申

立
て
は
開
始
原
因
が
疎
明
さ
れ
た
場
合
に
許
さ
れ
る
。
倒
産
裁
判
所
は
他

方
の
配
偶
者
を
審
尋
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
／
…
…
…
／
。

第
三
五
〇
条
　
〔
申
立
期
間
〕

　
相
続
の
承
認
か
ら
二
年
間
が
経
過
し
た
場
合
に
は
、
倒
産
手
続
の
開
始

に
つ
い
て
の
相
続
債
権
者
の
申
立
は
許
さ
れ
な
い
。

第
三
五
一
条
〔
開
始
原
因
〕

　
相
続
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
の
開
始
に
つ
い
て
の
原
因
は
、
支
払
不

能
お
よ
び
債
務
超
過
と
す
る
。
相
続
人
、
相
続
財
産
管
理
人
、
ま
た
は
そ

の
他
の
遺
産
保
護
人
も
し
く
は
遣
言
執
行
者
が
手
続
き
の
開
始
を
申
し
立

て
る
と
き
は
、
差
迫
っ
た
支
払
不
能
も
開
始
原
因
と
す
る
．

第
三
五
二
条
　
〔
相
続
開
始
後
の
強
制
執
行
〕

　
相
続
開
始
の
後
に
な
さ
れ
た
相
続
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
措
置
は
、

別
除
的
満
足
の
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
五
三
条
　
〔
相
続
人
の
否
認
し
う
る
法
律
的
行
為
〕

　
相
続
人
が
倒
産
手
続
の
開
始
の
前
に
、
相
続
財
産
か
ら
遺
留
分
請
求
権
、

遺
贈
、
ま
た
は
負
担
［
＞
島
黄
魯
］
を
履
行
し
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
法

律
的
行
為
は
、
相
続
人
の
無
償
給
付
と
同
じ
く
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

第
三
五
四
条
　
〔
相
続
人
の
費
用
〕

　
民
法
第
一
九
七
八
条
、
第
一
九
七
九
条
に
ょ
り
相
続
財
産
か
ら
補
償
さ

れ
る
べ
き
費
用
に
よ
っ
て
は
、
相
続
人
に
留
置
権
は
生
じ
な
い
．

第
三
五
五
条
　
〔
財
団
債
務
〕

　
e
　
第
五
九
条
、
第
六
〇
条
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
債
務
の
ほ
か
以
下

の
も
の
も
財
団
債
務
と
す
る
。

　
一
、
民
法
第
一
九
七
八
条
、
第
一
九
七
九
条
に
よ
り
相
続
財
産
か
ら
相

続
人
に
補
償
さ
れ
る
ぺ
き
費
用

　
二
、
被
相
続
人
の
埋
葬
の
費
用

　
三
、
被
相
続
人
の
死
亡
宣
告
の
場
合
に
お
い
て
相
続
財
産
の
負
担
と
な

る
べ
き
手
続
き
の
費
用

　
四
、
被
相
続
人
の
死
因
処
分
の
開
始
の
費
用
、
相
続
財
産
の
裁
判
上

の
保
全
の
費
用
、
遺
産
保
護
冒
8
匡
昌
呂
①
ぴ
q
零
富
豊
の
費
用
、
相
続

債
権
者
の
公
示
催
告
の
費
用
お
よ
び
財
産
目
録
調
製
［
冒
ぎ
暮
導
。
三
9
－

言
凝
］
の
費
用

　
五
、
遺
産
保
護
人
ま
た
は
遺
言
執
行
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
法
律
行
為

か
ら
生
じ
た
債
務

　
六
、
遺
産
保
護
人
、
遺
言
執
行
者
、
ま
た
は
相
続
を
放
棄
し
た
相
続
人

が
、
そ
の
事
務
を
相
続
債
権
者
の
た
め
に
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
は

そ
の
相
続
債
権
者
が
義
務
を
負
担
す
る
で
あ
ろ
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ

こ
に
掲
げ
ら
れ
た
老
が
な
し
た
事
務
遂
行
か
ら
生
じ
た
こ
れ
ら
の
者
に
対

す
る
相
続
人
の
債
務

　
⇔
財
団
不
十
分
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
ら
れ
た
債
務

は
第
三
一
〇
条
第
一
項
第
三
号
の
順
位
を
有
す
る
。
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第
三
五
六
条
　
〔
相
続
財
産
債
務
〕

　
相
続
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
お
い
て
は
相
続
財
産
債
務
の
み
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
五
七
条
　
〔
相
続
人
の
請
求
権
〕

　
e
　
相
続
人
は
、
被
相
続
人
に
対
し
て
生
じ
て
い
る
自
己
の
請
求
権
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⇔
　
相
続
人
が
相
続
財
産
債
務
を
履
行
し
た
と
き
は
、
そ
の
履
行
が
民

法
第
一
九
七
九
条
に
よ
り
相
続
財
産
の
負
担
に
お
い
て
な
し
た
も
の
と
さ

れ
な
い
限
り
、
債
権
者
に
代
位
す
る
。
た
だ
し
、
相
続
人
が
相
続
財
産
債

務
に
つ
き
無
制
限
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
㊧
　
相
続
人
が
個
々
の
債
権
者
に
対
し
て
無
限
責
任
を
負
っ
て
い
る
と

き
は
、
債
権
者
が
そ
の
債
権
を
主
張
し
な
い
場
合
に
は
、
相
続
人
は
そ
の

債
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
五
八
条
　
〔
劣
後
的
債
務
〕

　
e
　
以
下
の
も
の
は
、
第
四
四
条
に
掲
げ
ら
れ
た
債
務
が
弁
済
さ
れ
た

後
の
順
位
に
お
い
て
か
つ
以
下
の
順
序
で
弁
済
し
、
同
順
位
の
場
合
は
そ

の
額
の
割
合
に
応
じ
て
弁
済
を
な
す
。

　
一
、
遺
留
分
権
者
に
対
す
る
債
務

　
二
、
被
相
続
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
遺
贈
お
よ
び
負
担
か
ら
生
じ
た
債

務　
三
、
相
続
代
償
請
求
権
者
日
吾
忠
器
訂
ぎ
お
昌
菖
讐
①
］
に
対
す
る
債
務

　
⇔
　
民
法
第
二
三
〇
七
条
に
よ
る
遺
留
分
に
つ
い
て
の
受
遺
者
の
権
利

を
排
除
す
る
遺
贈
は
、
そ
れ
が
遺
留
分
を
越
え
な
い
限
り
、
順
位
に
お
い

て
遺
留
分
権
と
等
し
い
も
の
と
す
る
．
被
相
続
人
が
死
因
処
分
に
よ
っ
て
、

あ
る
遺
贈
ま
た
は
負
担
が
他
の
遺
贈
ま
た
は
他
の
負
担
よ
り
も
前
に
履
行

さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
遺
贈
ま
た
は
負
担
は
優

先
順
位
を
有
す
る
。

　
㊧
公
示
催
告
手
続
に
よ
り
排
除
さ
れ
た
債
権
者
ま
た
は
民
法
第
叫
九

七
四
条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
債
権
者
と
同
視
さ
れ
る
債
権
者
に
対
す
る

債
務
は
、
第
四
四
条
に
掲
げ
ら
れ
た
債
務
を
弁
済
し
た
後
に
、
か
つ
そ
の

債
務
が
第
一
項
に
掲
げ
ら
れ
た
債
務
に
含
ま
れ
る
限
り
そ
れ
と
無
制
限
に

同
順
位
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
債
務
が
履
行
さ
れ
た
後
に
履
行
さ
れ
る
。

そ
の
他
に
は
制
限
に
よ
っ
て
順
序
に
変
更
を
き
た
す
こ
と
は
な
い
。

第
三
五
九
条
　
〔
返
還
さ
れ
た
目
的
物
〕

　
O
　
被
相
続
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
、
ま
た
は
こ
の
老
に
対
し
て
な
さ
れ

た
法
律
的
行
為
の
否
認
の
結
果
倒
産
財
団
に
返
還
さ
れ
た
も
の
は
、
第
三

五
八
条
第
一
項
に
掲
げ
ら
れ
た
債
務
の
履
行
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

　
⇔
　
公
示
催
告
手
続
に
よ
り
排
除
さ
れ
た
債
権
者
ま
た
は
民
法
第
一
九

七
四
条
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
債
権
者
と
同
視
さ
れ
る
債
権
者
は
、
民
法
第

一
九
七
八
条
な
い
し
第
一
九
八
○
条
に
基
づ
き
相
続
人
が
財
団
に
賠
償
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
、
相
続
人
が
不
当
利
得
の
返
還
に
関
す
る
規

定
に
よ
っ
て
も
賠
償
義
務
あ
り
と
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
六
〇
条
　
〔
倒
産
計
画
〕

　
相
続
人
が
複
数
あ
る
場
合
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
の
そ
の
持
分
が
少
な

く
と
も
五
分
の
一
に
な
る
各
々
の
相
続
人
、
お
よ
び
相
続
財
産
に
つ
い
て
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の
持
分
を
有
す
る
過
半
数
の
相
続
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
債
権
者
集
会
の
議
決

が
な
く
と
も
倒
産
計
画
を
提
出
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
三
六
一
条
　
〔
後
位
相
続
〕

　
第
三
五
四
条
、
第
三
五
五
条
第
一
項
第
一
号
お
よ
び
第
三
五
七
条
第
二

項
、
第
三
項
は
、
後
位
相
続
の
成
立
後
も
先
位
相
続
人
に
つ
き
準
用
す
る
。

第
三
六
二
条
　
〔
相
続
財
産
の
売
却
〕

　
e
　
相
続
人
が
相
続
財
産
を
売
却
し
た
と
き
は
、
倒
産
手
続
に
つ
き
買

主
は
相
続
人
に
代
位
す
る
。

　
⇔
　
相
続
人
は
、
相
続
人
と
買
主
と
の
間
の
関
係
に
お
い
て
は
買
主
の

負
担
と
な
る
相
続
財
産
債
務
に
よ
り
、
相
続
債
権
者
と
同
じ
く
手
続
き
の

開
始
の
申
立
て
の
権
利
を
有
す
る
。
他
の
相
続
財
産
債
務
に
よ
っ
て
も
相

続
人
に
は
同
様
の
権
利
が
生
じ
る
。
た
だ
し
．
相
続
人
が
無
限
責
任
を
負

っ
て
い
る
か
ま
た
は
相
続
財
産
管
理
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。
第
三
五
四
条
、
第
三
五
五
条
第
一
項
第
一
号
お
よ
び
第
三

五
七
条
は
、
相
続
財
産
の
売
却
後
も
相
続
人
に
つ
き
準
用
す
る
。

第
三
六
三
条
　
〔
相
続
財
産
の
転
売
〕

　
第
三
六
二
条
は
、
あ
る
者
が
契
約
に
よ
っ
て
取
得
し
た
相
続
財
産
を
売

却
し
、
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
で
、
そ
の
老
に
帰
属
し
ま
た
は
そ
の
他
の

方
法
で
取
得
さ
れ
た
相
続
財
産
の
譲
渡
に
つ
き
義
務
を
負
っ
た
場
合
に
準

用
す
る
。

第
三
六
四
条
　
〔
相
続
人
の
同
時
倒
産
〕

　
e
　
相
続
人
の
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
お
い
て
は
、
相
続
財
産
に

関
し
て
も
倒
産
手
続
が
開
始
し
た
場
合
、
ま
た
は
相
続
財
産
管
理
が
命
じ

ら
れ
た
場
合
に
は
、
第
五
七
条
、
第
二
〇
八
条
、
第
一
二
〇
条
、
第
二
一

六
条
、
第
二
七
〇
条
第
一
項
第
二
文
は
相
続
人
が
無
限
責
任
を
負
っ
て
い

る
相
続
債
権
者
に
つ
き
準
用
す
る
。

　
⇔
　
一
方
の
配
偶
者
が
相
続
人
で
あ
り
、
か
つ
相
続
財
産
が
他
方
の
配

偶
者
の
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
お
い
て
も
そ
の
他
方
の
配
偶
者
が
単

独
で
管
理
す
る
合
有
財
産
に
属
す
る
場
合
．
お
よ
び
合
有
財
産
が
、
合
有

財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
お
い
て
ま
た
相
続
人
で
は
な
い
配
偶
者
の
そ

の
他
の
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
お
い
て
も
共
に
配
偶
者
に
よ
り
共
同

し
て
管
理
さ
れ
る
場
合
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

第
三
六
五
条
　
〔
相
続
分
〕

　
相
続
分
に
関
し
て
は
倒
産
手
続
は
行
わ
れ
な
い
。

第
三
六
六
条
　
〔
継
続
的
財
産
共
同
制
〕

　
e
　
継
続
的
財
産
共
同
制
の
場
合
に
お
い
て
は
第
三
四
六
条
な
い
し
第

三
六
五
条
は
、
合
有
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
つ
き
準
用
す
る
。

　
⇔
　
倒
産
債
権
者
は
、
そ
の
債
権
が
継
続
的
財
産
共
同
制
の
成
立
の
時

点
で
既
に
合
有
財
産
債
務
と
し
て
生
じ
て
い
た
債
権
者
の
み
と
す
る
。

　
㊧
　
持
分
権
を
有
す
る
卑
属
は
、
手
続
ぎ
の
開
始
を
申
立
て
る
権
利
を

有
し
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
者
は
、
開
始
申
立
に
つ
ぎ
倒
産
裁
判
所
に

お
い
て
審
尋
す
る
こ
と
を
要
す
る
／
…
…
…
／
。

第
二
編
　
法
律
の
廃
止

以
下
の
も
の
を
廃
止
す
る
。
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ドイツ連邦共和国倒産法改正法参事官草案について（4）

　
一
、
連
邦
官
報
第
三
部
整
理
番
号
三
一
一
の
四
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
、

最
終
的
に
一
九
八
六
年
七
月
二
五
日
の
法
律
（
零
卑
一
¢
目
8
）
第
三
六

条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
有
効
な
条
文
に
お
け
る
破
産
法

　
二
、
連
邦
官
報
第
三
部
整
理
番
号
一
三
一
の
一
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
、

最
終
的
に
｝
九
八
五
年
一
二
月
】
九
日
の
法
律
（
国
O
卑
一
¢
器
遇
第
一

〇
条
第
二
項
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
有
効
な
条
文
に
お
け
る
和
議
法

一
ゴ
、
芥
ん
沁
釜
赤
洋
み
石
炭
お
卦
び
鋳
鑓
葎
み
謄
跡
～
か
罰

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

り
当
て
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
創
設
に
関
す
る
法
律
冨
器
O
①
器
言
N
ξ

留
げ
島
巨
硫
。
ゴ
窪
＜
。
旨
Φ
畠
富
暁
母
ご
昆
黄
。
づ
璋
h
駐
国
醤
。
罐
毒
晩

く
8
閑
o
営
o
仁
呂
の
富
匡
く
o
目
ピ
竃
弩
国
一
〇
〇〇
〇
］
（
閃
O
ω
ピ
H
¢
ω
8
）

第
三
編

倒
産
手
続
外
に
お
け
る
債
務
者
の

法
律
的
行
為
の
取
消
に
関
す
る
法
律

　
（
取
消
法
［
＞
昌
①
魯
ε
鑛
詔
＄
Φ
9
旺
＞
議
O
］
）

第
閣
条
　
〔
原
則
〕

　
e
債
権
者
に
不
利
益
を
与
え
る
債
務
者
の
法
律
的
行
為
は
、
倒
産
手

続
の
外
で
以
下
の
規
定
の
基
準
に
よ
り
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
⇔
　
法
律
的
行
為
が
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
債
権
老
の
満
足
を
害

す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
債
権
者
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
㊧
　
不
作
為
は
法
律
的
行
為
と
同
じ
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
〔
取
消
権
者
〕

　
債
務
老
の
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
が
債
権
者
の
完
全
な
満
足
を
導
か

ず
、
ま
た
は
導
か
な
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
は
、
取
消
に
つ
い
て

は
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
を
取
得
し
か
つ
そ
の
債
権
が
満
期
で
あ
る
す

べ
て
の
債
権
者
は
そ
の
権
利
を
有
す
る
．

第
三
条
　
〔
故
意
に
よ
る
加
害
〕

　
e
債
務
者
が
取
消
の
前
一
〇
年
以
内
に
そ
の
債
権
老
に
不
利
益
を
与

え
る
故
意
で
な
し
た
法
律
的
行
為
は
、
相
手
方
が
そ
の
行
為
の
時
に
債
務

者
の
故
意
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
．
相
手
方

が
債
務
老
の
支
払
不
能
が
差
迫
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
行
為
が
債

権
者
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
債
務
者
の
故

意
を
知
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
す
る
。

　
⇔
　
債
務
者
が
そ
れ
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
者
（
倒
産
法
第
一
四
三
条
な

い
し
第
一
四
五
条
）
と
の
間
で
締
結
し
た
、
そ
の
債
権
者
が
直
接
に
不
利
益

を
被
る
契
約
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
契
約
が
取
消
の
二
年
以

上
前
に
締
結
さ
れ
て
い
た
場
合
、
ま
た
は
相
手
方
が
契
約
締
結
の
時
に
債

権
者
に
不
利
益
を
与
え
る
債
務
者
の
故
意
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
取

り
消
さ
れ
な
い
。

第
四
条
　
〔
無
償
給
付
〕

　
債
務
者
の
無
償
給
付
は
取
り
消
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
取
消
の
四

年
以
上
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
五
条
　
〔
相
続
人
の
法
律
的
行
為
〕

　
相
続
人
が
相
続
財
産
か
ら
遺
留
分
請
求
権
、
遺
贈
．
ま
た
は
負
担
［
＞
苧

賠
讐
巳
を
履
行
し
た
と
き
は
、
相
続
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
お
い

て
は
そ
の
給
付
の
受
領
者
に
順
位
に
お
い
て
優
先
す
る
か
ま
た
は
こ
れ
と
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同
順
位
と
な
る
で
あ
ろ
う
相
続
債
権
者
は
．
相
続
人
の
無
償
給
付
と
同
じ

く
そ
の
給
付
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
　
〔
資
本
代
替
的
貸
付
〕

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
社
員
が
資
本
代
替
的
貸
付
の
返
還
債
権
の
た
め
に
以
下
の
こ
と
を
す
る

法
律
的
行
為
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
一
、
そ
の
行
為
が
取
消
の
前
一
〇
年
以
内
に
な
さ
れ
た
場
合
は
担
保
を

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

取
得
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
ニ
、
そ
の
行
為
が
取
消
の
前
一
年
以
内
に
な
さ
れ
た
場
合
は
満
足
を
得

ひ
ひ
ど

第
七
条
　
〔
期
間
の
算
定
〕

　
e
第
三
条
、
第
四
条
お
よ
び
第
六
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
間
は
、

取
消
請
求
が
裁
判
上
主
張
さ
れ
た
時
か
ら
遡
っ
て
計
算
す
る
こ
と
を
要
す

る
。　

⇔
債
権
者
が
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
を
取
得
す
る
か
ま
た
は
そ
の

債
権
が
満
期
に
な
る
前
に
取
消
の
相
手
方
に
法
律
的
行
為
を
取
り
消
す
意

図
を
書
面
で
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
債
務
者
が
そ
の
債

権
者
に
満
足
を
与
え
る
能
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
お
よ
び
こ
の

時
点
か
ら
二
年
が
経
過
す
る
ま
で
に
取
消
請
求
が
裁
判
上
主
張
さ
れ
た
場

合
に
は
、
そ
の
期
間
は
通
知
の
到
達
の
時
か
ら
遡
っ
て
計
算
す
る
。

　
㊧
　
期
間
に
は
信
用
制
度
法
［
Ω
①
器
訂
窪
R
鼠
の
国
吋
8
濤
ミ
8
Φ
巨
］
第

四
六
条
a
第
一
項
第
一
文
に
よ
る
処
置
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
時
間
は
算
入

し
な
い
。

第
八
条
　
〔
法
律
的
行
為
の
な
さ
れ
た
時
点
〕

　
e
　
法
律
的
行
為
は
、
そ
の
法
的
効
果
が
生
じ
た
時
点
に
お
い
て
な
さ

れ
た
も
の
と
す
る
。

　
⇔
　
法
律
行
為
の
効
力
に
つ
き
土
地
登
記
簿
、
船
舶
登
記
簿
、
建
造
中

の
船
舶
登
記
簿
ま
た
は
航
空
機
上
の
質
権
の
た
め
の
登
記
簿
へ
の
登
記
を

要
す
る
と
き
は
、
そ
の
法
律
行
為
は
、
有
効
性
に
つ
い
て
の
他
の
要
件
が

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

履
行
さ
れ
．
か
つ
権
利
変
更
の
登
記
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
と
き
に
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

れ
た
も
の
と
す
る
。
権
利
変
更
に
つ
い
て
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

登
記
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
権
利
変
更
の
登
記
の
申
立
て
を
こ

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
申
立
て
と
読
み
替
え
て
第
一
文
を
準
用
す
る
。

　
⇔
　
条
件
つ
き
ま
た
は
期
限
つ
き
の
法
律
的
行
為
に
お
い
て
は
条
件
ま

た
は
期
日
の
成
就
は
考
慮
さ
れ
な
い
。

第
九
条
　
〔
抗
弁
に
よ
る
取
消
〕

　
取
消
請
求
は
、
債
権
に
つ
き
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
を
取
得
す
る
前
に

は
抗
弁
の
方
法
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
債
権
者
は
裁
判

の
前
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
　
〔
執
行
名
義
・
強
制
執
行
〕

　
取
消
は
、
該
法
律
的
行
為
に
つ
き
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
が
得
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
行
為
が
強
制
執
行
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
よ
っ
て
は
排
除
さ
れ
な
い
。
仮
差
押
え
ま
た
は
仮
処
分
の
執
行
も
第
一

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ち

文
の
意
味
に
お
け
る
強
制
執
行
で
あ
る
。

第
二
条
　
〔
法
律
効
果
〕

　
e
　
取
り
消
し
う
る
法
律
的
行
為
に
よ
っ
て
債
務
者
の
財
産
か
ら
譲
渡
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さ
れ
、
贈
与
さ
れ
ま
た
は
放
棄
さ
れ
た
も
の
は
．
そ
れ
が
債
権
者
の
満
足

に
必
要
で
あ
る
限
り
そ
の
者
の
処
分
に
任
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譲
受

人
が
法
的
基
礎
の
欠
訣
を
知
っ
て
い
る
場
合
の
不
当
利
得
の
法
律
効
果
に

関
す
る
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。

　
⇔
　
無
償
給
付
の
譲
受
人
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
得
を
し
て
い
る
限
り

に
お
い
て
の
み
そ
の
処
分
に
任
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譲
受
人
が
、
無

償
給
付
が
債
権
者
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ま
た
は
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

般
の
事
情
か
ら
み
て
知
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
か
ぎ
り
こ
れ
を
適
用
し
な

い
。

第
一
二
条
　
〔
取
消
の
相
手
方
の
請
求
権
〕

　
反
対
給
付
の
償
還
ま
た
は
取
消
の
結
果
復
活
し
た
請
求
権
に
よ
り
、
取

消
の
相
手
方
は
債
務
者
に
の
み
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
＝
二
条
　
〔
特
定
し
た
請
求
の
趣
旨
〕

　
取
消
請
求
が
訴
え
の
方
法
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
と
き
は
、
請
求
の
趣

旨
に
、
い
か
な
る
範
囲
お
よ
び
い
か
な
る
方
法
に
お
い
て
取
消
の
相
手
方

が
取
得
し
た
も
の
を
処
分
す
べ
き
か
を
特
定
し
て
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。第

一
四
条
　
〔
仮
執
行
債
務
名
義
・
留
保
判
決
〕

　
債
権
者
の
仮
に
の
み
執
行
し
う
る
債
務
名
義
ま
た
は
留
保
の
下
に
下
さ

れ
た
判
決
が
あ
る
と
き
は
、
取
消
請
求
を
理
由
あ
り
と
宣
言
す
る
判
決
に

お
い
て
、
執
行
を
、
債
務
老
に
対
し
て
下
さ
れ
た
裁
判
が
確
定
力
を
有
す

る
か
ま
た
は
留
保
が
な
く
な
る
こ
と
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
を
要
す
る
．

第
一
五
条
　
〔
権
利
承
継
人
に
対
す
る
取
消
〕

　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
し

　
e
取
消
請
求
は
取
消
の
相
方
手
の
相
続
人
ま
た
は
そ
の
他
の
包
括
承

ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ペ
　
ヤ
　
ヤ

継
人
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
⇔
以
下
の
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
権
利
承
継
人
に
対
し
て
取
消
請
求

を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
、
権
利
承
継
人
が
そ
の
取
得
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
前
者
日
8
ビ
甲

ぎ
お
ぎ
鴨
二
の
取
得
が
取
消
し
う
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
知
っ

て
い
た
場
合

　
二
、
権
利
承
継
人
が
、
そ
の
取
得
の
時
点
に
お
い
て
、
債
務
者
と
緊
密

な
関
係
に
あ
る
者
（
倒
産
法
第
一
四
三
条
な
い
し
第
一
四
五
条
）
に
属
し
て
い

た
場
合
。
た
だ
し
こ
の
者
が
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
前
者
の
取
得
が

取
り
消
し
う
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

　
三
、
権
利
承
継
人
が
そ
の
取
得
物
を
無
償
で
得
た
場
合

　
㊧
第
七
条
第
二
項
に
よ
る
期
間
の
算
定
の
た
め
に
は
、
取
消
を
な
す

べ
き
権
利
承
継
人
へ
の
書
面
に
よ
る
通
知
で
十
分
な
も
の
と
す
る
。

第
一
六
条
　
〔
倒
産
手
続
の
開
始
〕

　
e
債
務
者
の
財
産
に
関
し
て
倒
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
と
き
は
、
倒

産
管
財
人
は
、
倒
産
債
権
者
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
取
消
請
求
を
訴

求
す
る
権
利
を
有
す
る
．
得
ら
れ
た
も
の
か
ら
は
債
権
老
に
訴
訟
の
費
用

を
他
に
先
だ
っ
て
償
還
す
る
こ
と
を
要
す
る
．

　
⇔
　
倒
産
債
権
者
が
倒
産
手
続
の
開
始
の
前
に
す
で
に
そ
の
取
消
請
求

に
基
づ
き
担
保
ま
た
は
満
足
を
得
て
い
た
と
き
は
、
倒
産
法
第
二
二
五
条

を
準
用
す
る
。
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／
…
…
…
／

第
閣
七
条
　
〔
手
続
き
の
中
断
〕

　
e
　
取
消
請
求
権
に
関
す
る
手
続
き
が
倒
産
手
続
の
開
始
の
時
点
に
お

い
て
な
お
係
属
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
手
続
き
は
中
断
す
る
．
そ
の
手

続
き
は
倒
産
管
財
人
が
受
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
継
が
遅
滞
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

き
は
、
民
事
訴
訟
法
第
二
三
九
条
第
二
項
な
い
し
第
四
項
を
準
用
す
る
．

　
⇔
　
倒
産
管
財
人
は
、
そ
の
請
求
を
倒
産
法
第
一
五
二
条
、
第
一
五
三

条
お
よ
び
第
一
五
五
条
に
よ
っ
て
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
㊧
　
倒
産
管
財
人
が
訴
訟
の
受
継
を
拒
絶
し
た
と
き
は
、
こ
の
訴
訟
は

費
用
の
点
に
つ
き
各
当
事
者
が
受
継
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
受
継
の
拒
絶

に
よ
っ
て
は
、
倒
産
法
の
規
定
に
よ
り
取
消
請
求
を
主
張
す
る
と
い
う
倒

産
管
財
人
の
権
利
は
排
除
さ
れ
な
い
。

第
謄
八
条
　
〔
倒
産
手
続
の
終
了
〕

　
e
　
倒
産
管
財
人
が
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
取
消
請
求
は
、
倒
産
管

財
人
に
対
し
そ
の
請
求
に
対
立
す
る
抗
弁
が
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、

倒
産
手
続
の
終
了
後
は
、
各
債
権
者
が
こ
の
法
律
に
よ
り
訴
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
⇔
　
取
消
請
求
が
倒
産
手
続
の
開
始
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
裁
判
上

主
張
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
第
三
条
、
第
四
条
お
よ
び
第
六
条
に

お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
期
間
は
、
そ
の
請
求
権
が
倒
産
手
続
の
終
了
の

後
一
年
が
経
過
す
る
ま
で
に
裁
判
上
主
張
さ
れ
た
場
合
に
は
、
手
続
開
始

の
時
点
か
ら
算
定
す
る
。

第
一
九
条
　
〔
施
行
・
経
過
規
定
〕

　
e
　
こ
の
法
律
は
…
…
－
か
ら
施
行
す
る
。

　
O
　
連
邦
官
報
第
三
部
整
理
番
号
三
二
の
五
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
、

最
終
的
に
…
…
…
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
有
効
な
条
文
に
お
け
る
破
産
手

続
外
に
お
け
る
債
務
者
の
法
律
的
行
為
の
取
消
に
関
す
る
法
律
は
廃
止
す

る
。　

㊧
　
た
だ
し
第
二
項
に
挙
げ
ら
れ
た
法
律
は
…
…
…
／
第
一
項
に
よ
る

施
行
の
目
／
よ
り
以
前
に
な
さ
れ
た
法
律
的
行
為
で
、
旧
法
の
規
定
に
よ

っ
て
は
取
消
さ
れ
な
い
か
ま
た
は
狭
い
範
囲
で
取
消
さ
れ
る
か
、
ま
た
は

　
　
…
／
第
一
項
に
よ
る
施
行
の
日
／
よ
り
以
前
に
取
消
請
求
が
裁
判
上

主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
に
は
な
お
適
用
す
る
。

〔
追
記
〕
　
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
滞
在
中
、
私
の
身
元
引
受
人
を
勤
め

て
下
さ
っ
た
ほ
か
、
本
稿
執
筆
中
も
数
々
の
有
益
な
御
助
言
を
頂
い

た
ぺ
ー
タ
ー
・
ア
ー
レ
ン
ス
教
授
が
急
逝
さ
れ
た
．
先
生
の
生
前
の

公
社
に
わ
た
る
御
交
誼
に
感
謝
し
、
心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表
す
る
も

の
で
あ
る
。
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